
第1号様式(その2)(第3条関係) 

(表) 

給水装置工事設計・精算書(新設・増設・改造) 

水栓番号 (新設工事 )   第       号  水栓番号 (増設・改造工事 )   第       号  

給 水 装 置工事

の 種 類 

新 設 工 事 
□ 一般工事    □ 受水槽以下工事   □ 一部先行工事 

□ 本給水を前提とする工事用給水工事    □ 臨時給水工事 

増設・改造工事 □ 一般工事    □ 受水槽以下工事 

設 定 を 希 望 す る 既 設 装 置 の 種 類 □ 既設井水装置  □ 既設受水槽以下装置 □ その他 

給 水 方 式 □ 直結式  □ 受水槽式  □ その他 

配水管 × 取出し口径    mm×  mm  箇所  
配水管種 

給水管種 

□DIP □HIVP □VP □SP 

□DIP □SP □PP 

量
水
器 

直
結 

設 置 
mm  個 mm  個 

受
水
槽
以
下 

設 置 円 読 式 量 水 器 
mm  個 mm  個 

mm  個 mm  個 mm  個 mm  個 

再 使 用 
mm  個 mm  個 

設 置 隔 測 量 水 器 
mm  個 mm  個 

mm  個 mm  個 mm  個 mm  個 

親メータ 設置   mm 再使用  mm 再 使 用 円 読 ・ 隔 測 mm  個 mm  個 

受 水 槽 有 効 容 量 全体     m3     基 高架水槽有効容量 全体     m3     基 

受 水 槽 材 質 □コンクリート製 □強化プラスチック製 □ステンレス製 □その他 

建 物 形 体 □一戸建住宅 □集合住宅(単身者用) □集合住宅(その他用) □その他 

建 物 階 数 階建 給 水 階 数 階   

計 画 1 日 最 大 給 水 量 全体水量       m3／日(建築物負担金徴収対象水量      m3／日) 

宅 地 面 積 全体面積       m2  (宅地負担金徴収対象面積       m2) 

事 前 協 議 回 答 書     年   月   日    第       号 

給 水 申 込 加 入 金 円  設 計 審 査   年 月 日 

追 徴 又 は 還 付 金 円  承 認 年 月 日 

建 築 物 負 担 金 円  
納入通知書発行 

年 月 日 

追 徴 又 は 還 付 金 円  第      号 

宅 地 負 担 金 円  加 入 金 納 付   年 月 日 

追 徴 又 は 還 付 金 円  負 担 金 納 付   年 月 日 

工
事
内
容 

同 時 申 請 新 設・増 設・改造工事 受付番号 第    号 設 計 変 更 年 月 日 

一 部 先 行 済 
水栓番号又は受付番号  第     号 承 認    年 月 日 

配水管口径・管種   mm  ×給水管  mm 
納入通知書発行 

  年 月 日 

取 出 変 更 の 口 径   mm    mm 一部改造工事 道路部取出のみ 第      号 

公道部分の給水管種変更 □PP □SP  □DIP □PP □SP 加 入 金 納 付   年 月 日 

量 水 器 口 径 変 更    mm    mm   個 量水器移設 有・無 負 担 金 納 付    年 月 日 

摘 要 

 

   

完 結 年  月  日 連 絡 工 事    年 月 日 

出納担当

取扱者印 

納付金     工 事 検 査    年 月 日 

負担金     工 事 検 査    年 月 日 

井 水 併 用 有 ・ 無 工 事 検 査    年 月 日 

  

精 算    年 月 日 

決 裁    年 月 日 

追 徴 還 付    年 月 日 

収 益 振 替    年 月 日 

道路占用許可番号   許可年月日   年  月  日 占 用 種 別   

 備考 

  1 該当する□には、レ印を記入すること。 

  2 「認定を希望する既設装置の種類」欄は、既設装置が山武市の基準に適合するものであることの認定を希望する者が記入す

ること。 

  3 配水管の管種及び給水管の管種のDIPはダクタイル鋳鉄管、HIVPは水道用耐衝撃性塩化ビニル管、VPは水道用硬算ビニル管、

SPは水道用硬算ビニルライニング鋼管(VD)、PPは給水用ポリエチレン管1種二層管を表すものである。 



(裏) 
給水装置工事設計・精算(案内図、平面図、立面図、断面図)添付図面   葉   図面種別(直結・受水槽以下) 

工 事 場 所   
受 付 番 号 
第     号 

配水管管理図 手 数 料 
水栓番号(新設・増設・改造工事) 
第              号 

申 請 者 
  給 水 装 置

工事事業者  
  

使 用 材 料 表 
                                                                                                      

品 名 
形 状
寸 法  

数 量 
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 使用材料は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する基準に

適合していることを確認しました。 

令和  年  月  日 

給水装置工事主任技術者  

氏名          

                                                                                                      
                                                                                                      
                                                                                                      
                                                                                                      
                                                                                                      
                                                                                                       


